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今月号の内容  
 

 「中小企業金融円滑化法」施行で資金繰りへの影響は？ 

 所得の地域間格差はどのぐらいある？ 

 「改正労働基準法」施行目前 時短への取組みは？ 

 公的年金の運用とポートフォリオ 

 職場における「受動喫煙」防止への取組み 

 「営業秘密」の管理体制は万全ですか？ 

 中小企業の経営相談を受ける「ワンストップ・サービス・デイ」 

 新卒者を体験雇用した場合に支給される奨励金  

 新年金制度（最低保障年金・所得比例年金）をめぐる動き 

 「ツイッター」の利用拡大と採用活動への活用  

 4 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 
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「中小企業金融円滑化法」施行で

資金繰りへの影響は？ 

 

◆「返済緩和実績」が初めて公表 

大手６銀行は、昨年 12 月に施行された

「中小企業金融円滑化法」（2011 年 3 月

までの時限措置法）に基づく、中小企業

向け融資や住宅ローンの返済条件の緩和

実績を初めて発表しました。 

これによると、昨年 12 月末時点での申

込件数は中小企業で１万 5,429 件（3,103

億円）、住宅ローンで 1,878 件（316 億円）、

このうち返済繰延や月々の返済額減額な

ど条件変更に応じたのは中小企業で

3,103 件（2,677 億円）、住宅ローンで 110

件（17 億円）となり、件数・金額とも、

法施行前と比べ大幅に増えました。 

 

◆「中小企業金融円滑化法」とは？ 

中小企業金融円滑化法は、融資や住宅

ローンの返済に苦しむ事業主や個人を支

援するため、昨年 12 月に施行された法律

であり、金融機関に対し、借り手からの

要請があれば返済条件を見直すように努

力する義務を課すものです。 

金融機関には一定期間ごとに条件変更

に応じた件数・金額などの実施状況を開

示する義務があり、虚偽の場合は罰金が

科されます。 

今回、申込件数が大きく膨らんだのは、

住宅ローンに関するものです。 

銀行側が相談体制を整え、店頭告知な

どでアピールした影響もあり、法施行前

と比べて申込みが４～５倍に増加した大

手銀行もあるそうです。 

 

◆中心は借入期間の延長 

昨年は、給与や賞与が減って借金返済

に悩む個人が増えたとみられ、借入期間

を延ばして毎月の返済額を減らすといっ

た対応が中心になっています。 

また、中小企業向け融資については、

元本部分の返済を一定期間猶予するとい

ったケースが多いということですが、件

数自体は法施行前と比べて微増程度とな

っています。これは、「条件変更を申し込

むと追加の融資を断られるのではない

か」といった懸念が強く、法施行からし

ばらくは様子見という傾向があったこと

が影響しているようです。 

金融庁では、法施行と併せて、不良債

権の分類基準を緩和しています。経営再

建の可能性があれば、返済繰延などを実

施しても不良債権として扱わなくて済む

ため、「財務的な影響は限定的」との見方

が強くなっています。 

年度末を迎えるにあたって、さらに申

込件数の増加が見込まれます。 

 

所得の地域間格差はどのぐらい

ある？ 

 

◆地域間格差は高水準のまま推移 

内閣府は、都道府県ごとの所得を示す

2007 年度の「県民経済計算」を発表しま

した。各都道府県の１人当たりの所得は

平均 305 万 9,000 円（前年度比 0.7％増）

となり、４年連続で前年度を上回りまし

た。47 都道府県のうち、29 府県で増加、

18 都道県で減少となっています。 

地域別にみると、中国や九州など製造

業の拠点が増えた地域では伸びましたが、

北海道・東北や四国はマイナスとなりま

した。 

地域間格差を示す指数は前年比ほぼ横

ばいでしたが、2000 年代前半に差が広が

った状態がそのまま続いています。内閣

府では、「県民所得のばらつきは高水準

にとどまっており、地域間の格差の広が

りが統計的に裏付けられた」としていま

す。 

 

◆上位５都県の平均所得 360 万 5,000 円 

１人当たりの所得は、働く人の賃金や
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企業の利益、配当や利子の収入の合計を

人口で割って計算されます。ここでの所

得には個人所得のほか、法人所得も含ま

れているため、個人の所得水準というよ

りも、地域全体の経済力を示しています。 

１人当たりの所得の実額を都道府県別

で比較すると、上位１位～５位は、東京

都（454 万円）、愛知県（359 万円）、静岡

県（338 万円）、神奈川県（328 万円）、三

重県（323 万円）となっており、上位５

都県の平均県民所得は約 360 万 5,000 円

となっています。 

下位１位～５位は、沖縄県（205 万円）、

高知県（211 万円）、宮崎県（215 万円）、

長崎県（219 万円）、鹿児島県（235 万円）

でした。 

東京都と沖縄県の格差は約 2.22 倍と

なり、前年の約 2.23 倍からわずかに縮小

しましたが、その差は依然として大きい

ことがわかります。 

 

◆公共事業への依存の高さが問題 

都道府県間の所得のばらつきを示す

「変動係数」は 15.30％となり、前年度

（15.33％）から横ばいです。2002 年度

に上昇に転じてからは高い水準で推移し

ています。 

また、1 人当たりの所得の伸び率は、

自動車、電機、一般機械などの輸出産業

を多く抱える地域で所得が増えた一方、

公共事業への依存度が高い地方でのマイ

ナスが目立つ結果となりました。 

佐賀県は、電気機械産業が大きく伸び

たほか、化学や一次金属も好調に推移し、

前年度比 5.0％増と最も高い伸び率を示

し、広島県（4.0％増）、茨城県（3.9％増）

がこれに続きました。対して、建設業や

卸小売業が不調だった北海道（3.4％減）、

滋賀県（3.0％減）の順に減少幅が大きく

なりました。 

 

「改正労働基準法」施行目前 時

短への取組みは？ 

 

◆４月から施行 

改正労働基準法の施行を来月に控えて

いますが、法改正に対応する積極的な動

きは、大手企業においてもあまり目立っ

ていないようです。業績不振に苦しむ企

業にとっては、長時間労働の解消（時短）

に取り組む余裕がないのが現状です。 

今回の改正の中心は、（１）労使協定を

締結すれば従業員が１時間単位で有給休

暇を取得できる、（２）月 60 時間以上の

時間外労働に対する割増賃金率を現行の

25％から 50％に引き上げる、という２点

です（中小企業については当分の間、法

定割増賃金率の引上げについては猶予さ

れます）。 

 

◆「時間単位有休」「割増賃金率の引上

げ」と時短 

現在、年次有給休暇は原則として１日

単位でしか取得することができませんが、

改正後は、労使協定があれば１時間単位

で年間最大５日分を取得することが可能

となります。 

しかし、「生産現場の要員配置やライ

ン稼働に大きな影響が出る」といった理

由から、１時間単位の有給休暇制度の導

入を見送る企業も少なくないようです。 

この制度の導入には労使間の協議が必

要ですが、労働者側からの導入の要求自

体が出ないケースもあります。 

その一方で、時間外労働の割増賃金率

の引上げへの対応については、労務コス

ト削減のために時短を進めることが考え

られますが、準備を進めている大手企業

はあまり多くはないという調査結果もあ

るようです。 

時短は一般に進んでいるとは言い難く、

厚生労働省の調査によると、日本企業の

時短は過去 10 年でほとんど改善してい

ません。1999 年と比べ 2008 年の労働時

間は大手・中小企業とも増加しており、
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有給休暇取得率も下がっていますが、サ

ービス関連企業では法改正を契機に積極

的に時短に取り組む傾向がみられます。 

 

◆導入される見通しの国際会計基準 

2015 年までに上場企業に義務付けら

れるとみられる国際会計基準（IFRS）で

は、企業は未消化の有給休暇に相当する

費用を引当金として負債に計上しなけれ

ばならない見通しとなっています。負債

の増加を嫌う企業は多く、この制度導入

が従業員に有給休暇の取得を促す可能性

があります。有給休暇関連の引当金の負

債計上に伴い、引当金に対応する費用の

計上も必要になります。一般的な事務職

員の場合は、損益計算書の中で人件費と

して計上される見通しとなっています。

ただ、製造業に従事する労働者や技術者

などの場合、この費用は、実際に製品と

して売買の対象になるまでは棚卸資産と

して一時的に計上され、製品として売り

に出された場合、一般的に製造原価とし

て損益計算書に反映することになりそう

です。 

 

公的年金の運用とポートフォリオ 

 

◆利回りに関する中期目標は示されず 

厚生労働省は、公的年金積立金を運用

する「年金積立金管理運用独立行政法人」

（GPIF）に関する 2010 年度から５年間の

次期中期目標案をまとめました。 

今回、利回りに関する数値目標の提示

は見送られましたが、これは、「今後、年

金制度の抜本的見直しを予定しているこ

となどから、今回の運用目標は暫定的で

ある」ためであると説明しています。 

中期目標は、運用法人が資産の配分を

決めるうえで前提とするものであり、数

値を示さないのは異例のことですが、ポ

ートフォリオ（運用資産の構成割合）に

大きな変更はない見通しとなっています。 

 

◆積立金の運用を行う GPIF 

GPIF は、厚生年金と国民年金の積立金

（約 120 兆円）を、国に代わって運用す

る厚生労働省所管の独立行政法人であり、

預かった年金資産を信託銀行や投資顧問

会社に委託し、運用を行っています。ま

た、定期的に外部の有識者を集めた委員

会を開催し、運用状況の確認を行ってい

ます。 

 

◆運用方法の流れ 

公的年金の運用は、まずは厚生労働大

臣が中期目標を提示し、その目標に沿っ

て GPIF がポートフォリオを盛り込んだ

中期計画を策定して行われます。 

３月末に期限を迎える現行の中期目標

では、賃金上昇分を除いた実質的な運用

利回りが 1.1％を上回るように求めてお

り、GPIF は賃金上昇率の見込みを含めて

3.2％を上回る運用利回りを達成する計

画を策定しています。 

これを受け、GPIF は、ポートフォリオ

を国内債券 67％、国内株式 11％、外国債

券８％、外国株式９％、短期資産５％と

規定しました。 

 

◆次期の目標は？ 

次期目標については、昨年２月に厚生

労働省が示した年金財政の見通し結果を

踏まえ、実質的な運用利回りの達成目標

を 1.6％とする方向で調整していました

が、厚生労働大臣が次の中期目標につい

て目標数値を明記しない方針を固めたこ

とを受け、同省では、具体的な数値目標

の代わりに「安全・効率的かつ確実な資

産構成割合を定め、管理すること」を掲

げる方針を明らかにしました。 

GPIF は、３月上旬までに中期目標を策

定する必要がありますが、具体的な数値

目標がないため、新しいポートフォリオ

は現行の内容を基本とすることを想定し

ているということです。 
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職場における「受動喫煙」防止へ

の取組み 

 
◆「受動喫煙」防止対策の基本的な方向

性 

厚生労働省の有識者検討会では、受動

喫煙を防止する対策の基本的な方向性を

まとめ、発表しました。 

多くの人が利用する公共的な空間につ

いては原則「全面禁煙」とし、全面禁煙

が困難な場合には適切な受動喫煙防止対

策を進め、野外については受動喫煙防止

のための配慮が必要であるという報告書

骨子に合意しました。 

この中には、職場での受動喫煙に関す

る内容も盛り込まれています。 

 

◆受動喫煙とその対策 

受動喫煙とは、他人が吸うタバコの煙

を吸入することであり、死亡、疾病およ

び障害を引き起こすことが科学的に明ら

かとなっています。 

現在、日本の成人喫煙率は、男女合わ

せて 24.1%となっています。たばこ税の

引上げによる喫煙率低下の実現を目指す

ことで、受動喫煙の被害が軽減されるこ

とが考えられますが、たとえ喫煙者が１

人であっても、その１人のタバコの煙を

多くの非喫煙者が吸入することを考える

と、それ以外の対策が必要であると思わ

れます。 

 

◆厚労省のガイドライン 

厚生労働省でも、職場における受動喫

煙対策のガイドラインとして、喫煙室や

喫煙スペースを設置するように勧めてい

ます。同省が 2007 年に実施した調査によ

れば、受動喫煙している労働者は全体の

約 65％であり、喫煙対策の改善を望む労

働者も約 92％となっています。 

しかし、「全面禁煙化」や「喫煙室設置」

などの対策をとっていない事業所は約

54％に上るため、換気施設など新たな設

備投資ができない中小企業に対しては、

取組みを促進させるための資金援助や相

談体制の整備の必要性も考えられていま

す。 

 

◆快適な職場づくりに向けての事業者の

義務 

現在、労働安全衛生法では、受動喫煙

の防止対策については「快適な職場づく

り」の一環という位置付けがなされてい

るだけであり、特に法律上の義務ではあ

りません。しかし、今後は法改正も考え

られており、事業者の義務となることも

予想されます。 

分煙でない職場への就職を避ける求職

者も多いことを考えると、早期の対策が

求められます。 

 

「営業秘密」の管理体制は万全で

すか？ 

 
◆不正競争防止法改正による「営業秘密

管理指針」の改定 

企業活動において、その競争力の維

持・強化のための無形資産である技術・

ノウハウ・アイデア等の「営業秘密」が、

退職者や業務委託先企業によって侵害・

漏洩される事件が増加しており、企業も

対応に苦慮しています。 

このような企業内外の者による不正侵

害を防止するために「不正競争防止法」

がありますが、昨年の通常国会において

同法が改正され、営業秘密の侵害に対す

る刑事罰の対象範囲が拡大されました。 

なお、同法による保護を受けるために

は、適切な営業秘密管理が必要です。経

済産業省では、秘密管理体制を支援する

ための「営業秘密管理指針」を策定して

いますが、法改正を受け、指針の改定案

をまとめました。 



 6

 

◆指針改定のポイント 

改定案の視点は、（１）処罰対象行為の

明文化、（２）企業実態を踏まえた合理性

のある秘密管理方法の提示、（３）中小企

業等における管理体制の導入手順例や参

照ツールの提示の３点です。 

具体的には、（１）の処罰対象行為とし

て、競争関係の有無にかかわらず、不当

な利益を得る目的や、単に保有者に損害

を与える目的等で営業秘密を開示した場

合について、刑事罰を科すこととしてい

ます。 

また、（２）の合理性のある秘密管理方

法として、企業規模や組織形態、情報の

性質等に応じた合理性のある管理手法が

実施されていれば、高水準の管理体制で

なくても法的保護が受けられるというこ

とを明確化しています。 

そして（３）では、主に管理体制を整

備していない中小企業等を対象として、

契約書のひな型や実例集、管理体制を整

備するまでの具体的な手順や、どのよう

な情報を営業秘密として管理すべきかの

判断ポイントなどを示しています。 

 

◆管理体制の再チェックが必要 

指針の改定内容については、管理体制

を自己評価できるように点数表も作成さ

れています。「秘密保持の対象となる情

報を書面などで具体的に示しているか」

「情報を扱える人を役職や部署で線引き

しているか」などを判断基準としており、

今後、一般から意見を募集し、「合格点」

の基準を定めるとしています。 

今回の改定を契機に、自社における営

業秘密の管理体制の再チェックを行って

みてはいかがでしょうか。 

 

中小企業の経営相談を受ける「ワ

ンストップ・サービス・デイ」 

 

◆１つの窓口でまとめて相談が可能 

経済産業省では、厚生労働省や金融庁、

特許庁などとタッグを組んで、中小企業

が「資金繰り」や「新たな販路づくり」、

「雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安

定助成金）の受給申請」など経営に関す

ることについて１つの窓口で相談を受け

ることのできる「ワンストップ・サービ

ス・デイ」を、年度末に開催すると発表

しています。 

業績回復がままならない中小企業が多

い中、果たして、この取組みが景気回復

の打開策となるのでしょうか？ 

 

◆全国 68 都市で開催 

この「ワンストップ・サービス・デイ」

は、２月の第４週（22～26 日）にも開催

されましたが、３月の第４週（23～26）

にも再び開催されます。開催地は全 47

都道府県（計 68 都市）となっており、開

催場所は、主に各地の商工会議所、産業

支援センター、事業支援センターなどと

なっています。 

なお、このサービスの開催地と開催予

定日、開催場所等については、中小企業

庁 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.chusho.meti.go.jp/souda

n/2010/100210OSSD.htm）で確認すること

ができます。 

 

◆中小企業の悩みに応えることができる

か？ 

経済産業省では、このサービスを通じ

て、「運転資金を借りたいのだが融資条

件の変更はできないか？」「新商品を開

発するための支援制度を教えてくれない

か？」「インターネットを活用して販路

を拡大したいが何か良いアイディアはな

いか？」「知的財産を上手に活用したい

がどうすれば良いか？」「雇用調整助成

金（中小企業緊急雇用安定助成金）につ

いて詳しく知りたい」といった、中小企

業の声（お悩み）に可能な限り応えてい

きたいとしています。 



 7

 

新卒者を体験雇用した場合に支

給される奨励金  

 
◆２月にスタートした「新卒者体験雇用

事業」 

厚生労働省は、今年２月１日に「新卒

者体験雇用事業」をスタートさせました。 

この取組みは、就職先が決まっていな

い新規学卒者を対象として、体験的な雇

用の機会を設けることで就職先の選択肢

を広げるとともに、企業と求職者間の相

互の理解を深め、その後の正規雇用への

移行を促進することを目的としています。 

以下では、この事業の中心となる「新

卒者体験雇用奨励金」の概略についてご

紹介します。 

 

◆体験雇用の対象となる新規学卒者 

この「新卒者体験雇用奨励金」は、就

職先未決定の新規学卒者を 31 日間の体

験雇用（有期雇用）として受け入れた企

業に対して、対象者１名につき「月額８

万円」を支給するものです。 

体験雇用（有期雇用）の対象となる新

規学卒者は、以下の（１）（２）のいずれ

にも該当する者のうち、「正規雇用の実

現」または「雇用機会の確保」のために、

体験雇用を経ることが適当であると公共

職業安定所長が認める者です。 

（１）平成 21 年 10 月から平成 22 年９月

末までに卒業した者で、雇入れ開始日

現在の満 

年齢が 40 歳未満の者 

（２）ハローワークに求職登録を行い、

就職先が未決定の者 

 

◆奨励金受給のための要件 

この奨励金を受給するための要件は、

以下の通りです。 

（１）ハローワークに「体験雇用求人」

を登録すること 

（２）体験雇用は 31 日間の有期雇用であ

ること 

（３）体験雇用開始の日から 10 日以内に

「体験雇用実施計画書」を提出するこ

と（提出にあたっては対象者の同意を

得る必要がある） 

（４）体験雇用終了日の翌日から起算し

て 1 カ月以内に「体験雇用結果報告書

兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」

を提出すること（提出にあたっては対

象者の同意を得る必要がある） 

 

◆１人当たり８万円を支給 

ハローワークによる審査終了後に、対

象者１人当たり８万円の奨励金が支給さ

れることとなっています。 

なお、平成 23 年３月末までに体験雇用

を開始した対象者が奨励金の支給対象と

なりますが、体験雇用終了後の正規雇用

への移行に関しては、他の「雇入れ助成

金」の支給対象とはなりませんので、注

意が必要です。 

 

新年金制度（最低保障年金・所

得比例年金）をめぐる動き 

 
◆検討会が初会合 

政府は「新年金制度に関する検討会」

を立ち上げ、３月８日に初めての会合を

開きました。今後、新しい年金制度に関

する議論が活発化するものと思われます

が、民主党が衆議院選挙のマニフェスト

で掲げていた「最低保障年金」「所得比例

年金」は果たして実現するのでしょう

か？ 

 

◆鳩山首相の決意 

鳩山首相は、初会合において、「新制度

は新政権にとっての最大の課題の１つ。

制度設計に全身全霊を傾けてもらいた

い」と述べ、また、長妻厚生労働大臣も

「まずは原則をきちんと示して国民の合
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意を得ることが必要」と述べたそうです。 

民主党は、昨夏の衆議院選挙で「最低

保障年金」「所得比例年金」を２本柱とし

た年金改革を打ち出しており、国民から

の期待も大きいものと思われます。 

 

◆「最低保障年金」と「所得比例年金」 

２本柱の１つである「最低保障年金」

は、消費税を財源として、すべての人が

７万円以上の年金を受け取れるようにす

る制度です。もう１つの柱の「所得比例

年金」は、すべての人が、所得が同じで

あれば、同じ保険料を負担し、納めた保

険料を基に受給額を計算するという制度

です。 

なお、「所得比例年金」を一定額以上受

給できる人は「最低保障年金」が減額さ

れるとなっています。 

 

◆裏付けとなる「財源」が問題 

民主党のマニフェストでは、この他に

も「年金記録問題の 2011 年度までの解

決」「公的年金の一元化」なども掲げてい

ます。 

政府では、今年５月までに新しい年金

制度の大原則を打ち出し、2013 年度まで

に関連法案の成立を目指すとしています

が、課題となる「財源」などの問題にど

のように取り組み、国民的な合意の得ら

れるような制度が出来上がっていくのか、

注目したいところです。 

 

「ツイッター」の利用拡大と採用活

動への活用  

 
◆鳩山首相も活用 

インターネット上で、140 文字以内で

メッセージをやり取りするコミュニケー

ション・サービスの「ツイッター」がブ

ームとなっています。 

鳩山首相を初めとする政治家やカリス

マ経営者など、有名人のユーザー登録・

利用も増えるなどの影響により、利用者

はますます増えていきそうです。 

 

◆140 字以内の投稿 

この「ツイッター」は、「ミニブログサ

ービス」とも言われており、日常の出来

事や自分の身の周りで起きたこと、感想

などを、140 文字までの短文でインター

ネットに投稿するものです。投稿のこと

は「ツイート（つぶやき）」と呼ばれ、「ツ

イッター」の語源となっています。 

特定の人のアドレスを登録することに

より継続的な読者となることができるた

め、「ブログ」と比較すると、より短時間

で情報が広まりやすいという特徴を持っ

ています。 

 

◆社長によるメッセージ発信 

採用活動にこの「ツイッター」を活用

する中小企業も出てきているようです。

社長が「ツイッター」を活用して直々に

メッセージを流したベンチャー企業の就

職イベントには、２日間で約 40 名の参加

者が集まったそうです。 

別の会社の社長は、「企業のトップと

就職活動中の学生とが直接的につながる

ことができ、新しい試みとして非常に有

効である」といった感想を述べています。

また、「人材を募集しようとお金をかけ

て広告を出したがなかなか人が集まらず

困っていたところ、ツイッターを活用し

たら 30 人ほど反応があった」という人事

担当者もいるようです。 

 

◆新しい募集・採用手段として 

また、「ツイッター」を「就職活動中の

情報収集手段」として捉える学生も増え

ているようです。 

これからの時代、新しい募集・採用手

段として「ツイッター」を活用する企業

も増えてくるのではないでしょうか。 
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４月の税務と労務の手続［提出

先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出

＜前月以降に採用した労働者がいる

場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出

＜前月以降に一括有期事業を開始し

ている場合＞ 

［労働基準監督署］ 

15 日 

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動

届の提出＜4月 1 日現在＞［市区町村］ 

30 日 

○ 公益法人等の道府県民税・市町村民税

均等割申告・納付［都道府県・市区町

村］ 

○ 固定資産税＜都市計画税＞の納付＜

第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 軽自動車税の納付［市区町村］ 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監

督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日

未満、１月～３月分＞［労働基準監督

署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局また

は銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提

出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出［公共職業安定

所］ 


